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○ 原 子 力 規 制 委 員 会 告 示 第 六 号  
原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 五 十 六 号 ） 第 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 原

子 力 災 害 対 策 指 針 （ 令 和 六 年 十 月 原 子 力 規 制 委 員 会 告 示 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の

日 か ら 適 用 す る こ と と し た の で 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 公 表 す る 。  

令 和 七 年 六 月 四 日  

原 子 力 規 制 委 員 会 委 員 長  山 中  伸 介  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改

正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応

し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が

同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正

前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正

後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前

欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  
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改  正  後 改  正  前 

  第２ 原子力災害事前対策 

⑴ （略） 

⑵ 緊急事態における防護措置実施の基本的考え方 

① （略） 

② 緊急事態の初期対応段階における防護措置の考え方 

前記①のうち、初期対応段階においては、東京電力株式

会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、放射性物

質の放出開始前から必要に応じた防護措置を講じなければ

ならない。このため、ＩＡＥＡ等が定める防護措置の枠組

みの考え方を踏まえて、次のように、初期対応段階におい

て、施設の状況に応じて緊急事態の区分を決定し予防的防

護措置を実行するとともに、観測可能な指標に基づき緊急

防護措置を迅速に実行できるような意思決定の枠組みを構

築する。 

(ⅰ) 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ） 

(イ) 基本的な考え方 

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集によ

り事態を把握し、原子力施設の状況や当該施設からの

距離等に応じ、防護措置の準備やその実施等を適切に

第２ 原子力災害事前対策 

⑴ （略） 

⑵ 緊急事態における防護措置実施の基本的考え方 

① （略） 

② 緊急事態の初期対応段階における防護措置の考え方 

前記①のうち、初期対応段階においては、東京電力株式

会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、放射性物

質の放出開始前から必要に応じた防護措置を講じなければ

ならない。このため、ＩＡＥＡ等が定める防護措置の枠組

みの考え方を踏まえて、次のように、初期対応段階におい

て、施設の状況に応じて緊急事態の区分を決定し予防的防

護措置を実行するとともに、観測可能な指標に基づき緊急

防護措置を迅速に実行できるような意思決定の枠組みを構

築する。 

(ⅰ) 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ） 

(イ) 基本的な考え方 

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集によ

り事態を把握し、原子力施設の状況や当該施設からの

距離等に応じ、防護措置の準備やその実施等を適切に
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進めることが重要である。このような対応を実現する

ため、次のとおり、原子力施設の状況に応じて、緊急

事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事

態の三つに区分し、各区分における、原子力事業者、

国及び地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を明

らかにする。緊急事態区分と主要な防護措置の枠組み

については、表１－１から１－３までの前段にまとめ

る。また、図１に全面緊急事態に至った場合の対応の

流れを記載する。ただし、これらの事態は、ここに示

されている区分の順序のとおりに発生するものでなく

、事態の進展によっては全面緊急事態に至るまでの時

間的間隔がない場合等があり得ることに留意すべきで

ある。 

警戒事態： 

警戒事態は、その時点では公衆への放射線による影

響やそのおそれが緊急のものではないが、原子力施設

における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、

情報収集や、緊急時モニタリング（放射性物質若しく

は放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に実

施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。）

の準備、施設敷地緊急事態要避難者(注)を対象とした避

難等の予防的防護措置の準備を開始する必要がある段

進めることが重要である。このような対応を実現する

ため、次のとおり、原子力施設の状況に応じて、緊急

事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事

態の三つに区分し、各区分における、原子力事業者、

国及び地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を明

らかにする。緊急事態区分と主要な防護措置の枠組み

については、表１－１から１－３までの前段にまとめ

る。また、図１に全面緊急事態に至った場合の対応の

流れを記載する。ただし、これらの事態は、ここに示

されている区分の順序のとおりに発生するものでなく

、事態の進展によっては全面緊急事態に至るまでの時

間的間隔がない場合等があり得ることに留意すべきで

ある。 

警戒事態： 

警戒事態は、その時点では公衆への放射線による影

響やそのおそれが緊急のものではないが、原子力施設

における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、

情報収集や、緊急時モニタリング（放射性物質若しく

は放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に実

施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。）

の準備、施設敷地緊急事態要避難者(注)を対象とした避

難等の予防的防護措置の準備を開始する必要がある段
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階である。 

この段階では、原子力事業者は、警戒事態に該当す

る事象の発生及び施設の状況について直ちに国に連絡

しなければならない。また、原子力事業者は、これら

の経過について、連絡しなければならない。国は、原

子力事業者の情報を基に警戒事態の発生の確認を行い

、遅滞なく、地方公共団体、公衆等に対する情報提供

を行わなければならない。国及び地方公共団体は、原

子力施設の近傍のＰＡＺ（⑶②(ⅰ)(イ)で述べるＰＡＺを

いう。以下同じ。）内において、実施に比較的時間を

要する防護措置の準備に着手しなければならない。 

(注) 施設敷地緊急事態要避難者 

「施設敷地緊急事態要避難者」とは、ＰＡＺ内の住

民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の予

防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をい

う。 

イ 要配慮者（災害対策基本法（昭和 36 年法律第

223 号）第８条第２項第 17 号に規定する要配慮

者をいう。以下同じ。）（ロ又はハに該当する

者を除く。）のうち、避難の実施に通常以上の

時間がかかるもの 

ロ・ハ （略） 

階である。 

この段階では、原子力事業者は、警戒事態に該当す

る事象の発生及び施設の状況について直ちに国に連絡

しなければならない。また、原子力事業者は、これら

の経過について、連絡しなければならない。国は、原

子力事業者の情報を基に警戒事態の発生の確認を行い

、遅滞なく、地方公共団体、公衆等に対する情報提供

を行わなければならない。国及び地方公共団体は、原

子力施設の近傍のＰＡＺ（⑶②(ⅰ)(イ)で述べるＰＡＺを

いう。以下同じ。）内において、実施に比較的時間を

要する防護措置の準備に着手しなければならない。 

(注) 施設敷地緊急事態要避難者 

「施設敷地緊急事態要避難者」とは、ＰＡＺ内の住

民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の予

防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をい

う。 

イ 要配慮者（災害対策基本法（昭和 36 年法律第

223 号）第８条第２項第 15 号に規定する要配慮

者をいう。以下同じ。）（ロ又はハに該当する

者を除く。）のうち、避難の実施に通常以上の

時間がかかるもの 

ロ・ハ （略） 
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施設敷地緊急事態： 

（略） 

全面緊急事態： 

（略） 

(ロ)・(ハ) （略） 

(ⅱ)・(ⅲ) （略） 

⑶～⒀ （略） 

施設敷地緊急事態： 

（略） 

全面緊急事態： 

（略） 

(ロ)・(ハ) （略） 

(ⅱ)・(ⅲ) （略） 

⑶～⒀ （略） 

  
 


